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目

次

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

(

公
営
企
業
課)

…

�

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

…

�

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

…

�

○
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(

同

)

…

�

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
款

発
電
所｣

を

｢

第
二
款

削
除｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

公
営
企
業
課｣

を

｢

整
備
企
画
課｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
二
十
八
号
を
削
り
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
号
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

部
長｣

の
下
に

｢

、
次
長｣

を
加
え
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第

三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

次
長
は
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

部
に
、
事
業
所
と
し
て
工
業
用
水
道
管
理
事
務
所
を
置
く
。

第
二
章
第
二
節
第
二
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
款

削
除

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

削
除

第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中

｢

並
び
に
電
力
受
給｣

を
削
り
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号

を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
号
及
び
第
九
号
中

｢

参
事｣

を

｢

次
長
、
参
事｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
六
号

を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

二
十
七
条
中

｢

課
長｣

を

｢

次
長｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

部
長
及
び
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

別
表
第
三
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
中｢

参
事｣

を｢

次
長
、
参
事｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二

(

第
二
十
三
条
関
係)

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
専
決
事
項

一

職
員
の
証
及
び
職
員
き
章
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

二

本
庁
の
職
員
に
対
す
る
被
服
等
の
貸
与
及
び
譲
渡
に
関
す
る
こ
と
。

三

物
品

(

固
定
資
産
を
除
く
。)

の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

四

物
品

(

固
定
資
産
を
除
く
。)

の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

五

許
可
証
、
登
録
証
、
検
査
証
、
合
格
証
鑑
札
等
の
交
付
、
書
換
え
、
再
交
付
及
び
返
納
に
関

す
る
こ
と
。

六

所
属
職
員
及
び
事
業
所
の
職
員
、
調
査
員
等
の
職
務
に
関
す
る
身
分
証
票
に
関
す
る
こ
と
。

七

一
件
の
予
定
価
格
が
三
百
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

八

旅
費
に
か
か
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

九

報
酬
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
賃
金
、
旅
費
、
役
務
費
、
需
用
費(

食
糧
費
を
除
く
。)

、

委
託
料
、
使
用
料
及
び
備
品
購
入
費
に
係
る
支
出
命
令
並
び
に
そ
の
他
の
費
目

(

給
料
及
び
交

際
費
を
除
く
。)
に
係
る
一
件
の
金
額
が
千
二
百
万
円
未
満
の
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

十

職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令

(

週
休
日
、
休
日
及
び
休
日
の
代
休
日
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
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平
成
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十
年

三
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)

号
外
第
二
十
七
号



( )

に
関
す
る
こ
と
。

十
一

振
替
命
令
及
び
返
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

有
価
証
券

(

公
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
を
除
く
。)

の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

歳
入
歳
出
外
現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

誤
納
金
又
は
過
納
金
の
戻
入
及
び
誤
払
金
又
は
過
払
金
の
戻
入
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

職
員
の
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
住
居
手
当
の
支
給
に
係
る
事
実
の
確
認
、
額
の
決
定

及
び
改
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

公
簿
の
閲
覧
の
承
認
及
び
証
明
書
、
謄
本
、
抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

定
例
又
は
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
調
査
等
で
課
長
が
指
示
し
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

保
存
文
書
そ
の
他
の
資
料
の
閲
覧
及
び
借
覧
の
申
請
並
び
に
当
該
申
請
に
対
す
る
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

二
十

そ
の
他
定
例
又
は
軽
易
な
事
項
で
課
長
が
指
示
し
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
公
営
企
業
文
書
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

公
営
企
業
課
長｣

を

｢

整
備
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
表
中
岩
木
川
第
一
発
電
所
の
項
を
削
る
。

別
表
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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( )
(

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
及
び
青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等

貸
与
規
程
の
一
部
改
正)

３

次
に
掲
げ
る
規
程
の
規
定
中

｢

公
営
企
業
課
長｣

を

｢

整
備
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公

営
企
業
管
理
規
程
第
三
号)

第
六
条
第
三
項

二

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
八
号)
第
四
条
第
一
項

(

青
森
県
公
営
企
業
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
改
正)

４

青
森
県
公
営
企
業
職
員
倫
理
規
程

(

平
成
十
三
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

証
券
取
引
法｣
を

｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、

｢

証
券
取
引
所｣

を

｢

金

融
商
品
取
引
所｣

に
、｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

を｢

第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中

｢

公
営
企
業
課
長｣
を

｢
整
備
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

５

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
中
課
長
の
項
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四

号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十

号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
号
と
し
、

同
条
第
二
項
中

｢

第
十
二
号｣

を

｢

第
九
号｣

に
改
め
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
七
条｣

を

｢

第
七
条
の
二｣

に
、

｢

第
二
十
五
条
の
三｣

を

｢

第
二
十
五
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

岩
木
川
第
一
発
電
所
又
は｣

を
削
り
、

｢

お
い
て
発
電
所
又
は｣

を

｢

お
い

て｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中

｢

午
後
五
時
十
五
分｣

を

｢

午
後
五
時
三
十
分｣

に
、

｢

午
後
零
時
四
十

五
分｣

を

｢

午
後
一
時｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
育
児
、
介
護
、
通
勤
等
に
関
す
る
特
別
の
事
情

が
あ
る
職
員
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
午
後
零
時
四
十
五
分
ま
で
と
し
、
同
項
の
終
業
の

時
刻
を
十
五
分
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員

(

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
を
含
む
。)

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、

当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容

(

同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と

と
な
つ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
内
容)

に
従
い
、
所
属
長
が
別
に
定
め
る
。

８

育
児
、
介
護
、
通
勤
等
に
関
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
難
い
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
が
知
事
の
承
認

を
得
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
中

｢

三
歳
に
満
た
な
い｣

を

｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の｣

に
改
め
る
。

第
二
章
第
二
節
中
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務)

第
七
条
の
二

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
と
し
、
週
休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
当
該
職
員

の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
勤
務
す
る
こ
と
。

二

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
と
し
、
週
休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
当
該
職
員

の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
勤
務
す
る
こ
と
。

三

日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日

と
し
、
週
休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務

時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
勤
務
す
る
こ
と
。

四

日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日

青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号3



( )

と
し
、
週
休
日
以
外
の
日
の
う
ち
、
二
日
に
つ
い
て
は
一
日
に
つ
き
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た

り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
、
一
日
に
つ
い
て
は
一
日
に
つ
き
当

該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
勤
務
す
る
こ

と
。

第
八
条
第
二
項
中｢

岩
木
川
第
一
発
電
所
及
び｣

を
削
り
、｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
中

｢

午
後
五
時
十
五
分｣

を

｢

午
後
五
時
三
十
分｣

に
、

｢

四
十
五
分｣

を

｢

一
時
間｣

に
、

｢
午
前
九
時
十
五
分｣

を

｢

午
前
九
時
三
十
分｣

に
、

｢

一
時
間
十
五
分｣

を

｢

一
時
間
三
十
分｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
の
形
態
は
、
特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り

の
勤
務
時
間
が
二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又
は
二
十
五
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。

二

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、

当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又
は
二
十
五
時
間

と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中

｢

岩
木
川
第
一
発
電
所
及
び｣
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

育
児
休
業
、
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
等)

第
二
十
五
条
の
三

職
員
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
、
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書

(

第

三
号
様
式
の
四)

に
よ
り
、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
知
事
に
請
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
員
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
育
児
休
業
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
短
時
間
勤

務
承
認
請
求
書

(

第
三
号
様
式
の
五)

に
よ
り
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一

月
前
ま
で
に
知
事
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第
三

条
第
四
号
又
は
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
育
児
休
業

承
認
請
求
書
又
は
前
項
の
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
と
併
せ
て
、
育
児
休
業
等
計
画
書

(

第

三
号
様
式
の
六)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
育
児
休
業
等
計
画
書
を
提
出
し
た
職
員
は
、
当
該
育
児
休
業
等
計
画
書
の
記
載
事
項
に

変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
は
育
児
休
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請

求
に
つ
い
て
、
第
二
項
の
規
定
は
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤

務
の
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

職
員
は
、
第
七
条

(

第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
部
分
休
業
承
認
請
求
書

(

第
三
号
様
式
の
七)

に
よ
り
知
事
に
請
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

育
児
休
業
、
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
部
分
休
業

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

育
児
休
業
等｣

と

い
う
。)

を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
養
育
状
況
変
更
届(

第
三
号
様
式
の
八)

に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合

二

育
児
休
業
等
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合

三

育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合

四

育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
、
常
態
と
し
て
養
育
し
、
又
は
育
児

短
時
間
勤
務
若
し
く
は
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
養
育
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

第
六
章
第
三
節
中
第
二
十
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

自
己
啓
発
等
休
業)

第
二
十
五
条
の
四

職
員
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
年
三
月
青
森

県
条
例
第
一
号)

第
四
条
の
教
育
施
設
の
課
程
の
履
修
又
は
同
条
例
第
五
条
の
奉
仕
活
動
の
た
め
、

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請
書

(

第

四
号
様
式)

に
よ
り
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
知
事
に
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
に
係
る

大
学
等
課
程
の
履
修
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
大
学
等
課
程
の
履
修

(

国
際
貢
献
活

動)

状
況
報
告
書

(

第
五
号
様
式)

に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
二
条
中

｢
(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

｣

を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
四
か
ら
第
三
号
様
式
の
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( ) 青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号5
第
３
号
様
式
の
４
(第
25条
の
３
関
係
)

第
３
号
様
式
の
５
(第
25条
の
３
関
係
)



( )

第
三
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号 6
第
３
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様
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６
(第
25条
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３
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第
３
号
様
式
の
８
(第
25条
の
３
関
係
)



( )青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号 8
第
４
号
様
式
(第
25条
の
４
関
係
)

第
５
号
様
式
(第
25条
の
４
関
係
)



( )

第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
13号
様
式
削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
公
舎
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
別
表
中
村
元
公
舎
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

青
森
県
電
気
事
業
及
び｣

を
削
る
。

第
二
条
第
二
号
中

｢

発
電
所
及
び｣

を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

公
営
企
業
課
長｣

を

｢

整
備
企
画
課
長｣

に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
三
十
六
条
中

｢

及
び
保
管
料｣

を

｢

、
保
管
料
及
び
手
数
料｣

に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中

｢

電
気
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
移
動
平
均
法
、
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は｣

を
削
る
。

第
七
十
五
条
第
二
号
中

｢

、
ダ
ム
使
用
権｣

を
削
る
。

第
九
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
条

削
除

第
百
三
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三
項
中

｢

三
・
四｣

を

｢

三
・
七｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
を
削
り
、

｢２
工
業
用
水
道
事
業
会
計
勘
定
科
目
｣

を

｢１
工
業
用
水
道
事

業
会
計
勘
定
科
目
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢電
気
会
計
・
工
水
会
計
｣

を

｢工
水
会
計
(八

戸
・
六
ケ
所
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号9



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成20年３月28日 金曜日 号外第27号 10
第
22号
様
式

１２３４


